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輸
出
貿
易
管
理
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

○
輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
輸
出
の
承
認
）

（
輸
出
の
承
認
）

第
二
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
貨
物
の
輸
出
を
し
よ
う
と
す

第
二
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
貨
物
の
輸
出
を
し
よ
う
と
す

る
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
手
続
に
従
い
、
経
済
産
業
大
臣
の
承

る
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
手
続
に
従
い
、
経
済
産
業
大
臣
の
承

認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

別
表
第
二
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
の
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
地
域
を
仕
向

一

別
表
第
二
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
の
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
地
域
を
仕
向

地
と
す
る
輸
出

地
と
す
る
輸
出

一
の
二

別
表
第
二
の
二
に
掲
げ
る
貨
物
（
別
表
第
二
の
一
、
三
六
、
三

一
の
二

別
表
第
二
の
二
に
掲
げ
る
貨
物
（
別
表
第
二
の
一
、
三
六
、
三

九
か
ら
四
一
ま
で
及
び
四
三
か
ら
四
五
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨

九
か
ら
四
一
ま
で
及
び
四
三
か
ら
四
五
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨

物
を
除
く
。
）
の
北
朝
鮮
を
仕
向
地
と
す
る
輸
出

物
を
除
く
。
）
の
北
朝
鮮
を
仕
向
地
と
す
る
輸
出

一
の
三

別
表
第
二
の
三
（
第
一
号
の
二
、
第
二
号
フ
か
ら
モ
ま
で
、
第

一
の
三

別
表
第
二
の
三
（
第
二
号
フ
か
ら
モ
ま
で
、
第
二
号
の
二
及
び

二
号
の
二
及
び
第
三
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
貨
物
（
別
表
第
二
の
二

第
三
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
貨
物
（
別
表
第
二
の
二
〇
か
ら
二
一
の

〇
か
ら
二
一
の
三
ま
で
、
二
五
、
三
五
か
ら
三
五
の
四
ま
で
、
四
四
及

三
ま
で
、
二
五
、
三
五
か
ら
三
五
の
四
ま
で
、
四
四
及
び
四
五
の
項
の

び
四
五
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
の
ベ
ラ
ル
ー
シ
を
仕

中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
の
ベ
ラ
ル
ー
シ
を
仕
向
地
と
す
る
輸

向
地
と
す
る
輸
出

出

一
の
四

別
表
第
二
の
三
に
掲
げ
る
貨
物
（
別
表
第
二
の
一
、
二
〇
か
ら

一
の
四

別
表
第
二
の
三
に
掲
げ
る
貨
物
（
別
表
第
二
の
一
、
二
〇
か
ら

二
一
の
三
ま
で
、
二
五
、
三
五
か
ら
三
七
ま
で
、
四
〇
、
四
一
及
び
四

二
一
の
三
ま
で
、
二
五
、
三
五
か
ら
三
七
ま
で
、
四
〇
、
四
一
及
び
四

三
か
ら
四
五
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
の
ロ
シ
ア

三
か
ら
四
五
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
の
ロ
シ
ア

を
仕
向
地
と
す
る
輸
出

を
仕
向
地
と
す
る
輸
出

一
の
五

ウ
ク
ラ
イ
ナ
（
ド
ネ
ツ
ク
州
及
び
ル
ハ
ン
ス
ク
州
の
区
域
の
う

一
の
五

ウ
ク
ラ
イ
ナ
（
ド
ネ
ツ
ク
州
及
び
ル
ハ
ン
ス
ク
州
の
区
域
の
う

ち
、
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
区
域
に
限
る
。
第
四
条
第
二
項

ち
、
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
区
域
に
限
る
。
第
四
条
第
二
項

第
二
号
ヘ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
仕
向
地
と
す
る
貨
物
（
別
表
第
二
（

第
二
号
ヘ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
仕
向
地
と
す
る
貨
物
（
別
表
第
二
（
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三
四
の
項
を
除
く
。
）
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
の
輸
出

三
四
の
項
を
除
く
。
）
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
の
輸
出

一
の
六

ベ
ラ
ル
ー
シ
を
仕
向
地
と
す
る
貨
物
（
別
表
第
二
（
三
四
の
項

一
の
六

ベ
ラ
ル
ー
シ
を
仕
向
地
と
す
る
貨
物
（
別
表
第
二
（
三
四
の
項

を
除
く
。
）
中
欄
及
び
別
表
第
二
の
三
（
第
一
号
の
二
、
第
二
号
フ
か

を
除
く
。
）
中
欄
及
び
別
表
第
二
の
三
（
第
二
号
フ
か
ら
モ
ま
で
、
第

ら
モ
ま
で
、
第
二
号
の
二
及
び
第
三
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
貨
物
を

二
号
の
二
及
び
第
三
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
の
輸

除
く
。
）
の
輸
出
（
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
指
定
す
る
者
と
の
直
接

出
（
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
指
定
す
る
者
と
の
直
接
又
は
間
接
の
取

又
は
間
接
の
取
引
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）

引
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）

一
の
七

ロ
シ
ア
を
仕
向
地
と
す
る
貨
物
（
別
表
第
二
（
三
四
の
項
を
除

一
の
七

ロ
シ
ア
を
仕
向
地
と
す
る
貨
物
（
別
表
第
二
（
三
四
の
項
を
除

く
。
）
中
欄
及
び
別
表
第
二
の
三
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
の
輸
出

く
。
）
中
欄
及
び
別
表
第
二
の
三
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
の
輸
出

（
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
指
定
す
る
者
と
の
直
接
又
は
間
接
の
取
引

（
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
指
定
す
る
者
と
の
直
接
又
は
間
接
の
取
引

に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）

に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）

二

（
略
）

二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

別
表
第
二
の
三
（
第
二
条
、
第
四
条
関
係
）

別
表
第
二
の
三
（
第
二
条
、
第
四
条
関
係
）

一

別
表
第
一
の
一
か
ら
一
五
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物

一

別
表
第
一
の
一
か
ら
一
五
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物

一
の
二

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の

（
新
設
）

（
前
号
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）

イ

軍
用
の
化
学
製
剤
の
原
料
と
な
る
物
質
並
び
に
軍
用
の
化
学
製
剤

と
同
等
の
毒
性
を
有
す
る
物
質
及
び
そ
の
原
料
と
な
る
物
質

ロ

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
軍
用
の
化
学
製
剤
の
製
造
に
用
い

ら
れ
る
装
置
並
び
に
そ
の
部
分
品
及
び
附
属
装
置

反
応
器

(1)

貯
蔵
容
器

(2)

熱
交
換
器
及
び
凝
縮
器

(3)

蒸
留
塔
及
び
吸
収
塔

(4)

か
く
は
ん
機

(5)
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弁

(6)

ポ
ン
プ
及
び
そ
の
部
分
品

(7)

局
所
排
気
装
置

(8)

化
学
物
質
の
分
析
又
は
検
知
に
用
い
ら
れ
る
装
置
並
び
に
そ
の

(9)
部
分
品
及
び
附
属
装
置

電
解
槽
及
び
そ
の
部
分
品

(10)

圧
縮
機

(11)
ハ

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
軍
用
の
細
菌
製
剤
の
製
造
に
用
い

ら
れ
る
装
置
及
び
そ
の
部
分
品

物
理
的
封
じ
込
め
に
用
い
ら
れ
る
装
置
及
び
そ
の
部
分
品

(1)

発
酵
槽

(2)

遠
心
分
離
機

(3)

物
理
的
封
じ
込
め
施
設
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
防
護
の
た
め
の

(4)
装
置核

酸
の
合
成
又
は
核
酸
と
核
酸
と
の
結
合
を
行
う
た
め
の
装
置

(5)

二

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
（
前

二

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
（
前

二
号
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）

号
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）

イ
～
モ

（
略
）

イ
～
モ

（
略
）

二
の
二

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の

二
の
二

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の

（
前
三
号
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）

（
前
二
号
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）

イ
～
チ

（
略
）

イ
～
チ

（
略
）

三

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
（
前

三

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
（
前

各
号
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）

三
号
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）

イ
～
ツ

（
略
）

イ
～
ツ

（
略
）


